
【表紙】 

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年８月31日 

【事業年度】 第18期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

【会社名】 シンワアートオークション株式会社 

【英訳名】 SHINWA ART AUCTION CO.,LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  倉田 陽一郎 

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目４番12号 

【電話番号】 ０３（３５６９）０００５（代表） 

【事務連絡者氏名】 経営管理部長  熊谷 智美 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目４番12号 

【電話番号】 ０３（３５６９）０００５（代表） 

【事務連絡者氏名】 経営管理部長  熊谷 智美 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 

売上高（千円） 1,222,697 1,680,816 1,940,493 2,334,083 2,228,174 

経常利益（千円） 231,125 311,790 410,526 567,094 451,850 

当期純利益（千円） 122,770 174,662 235,549 311,315 256,766 

持分法を適用した場合の投資

利益（千円） 
― ― ― ― ― 

資本金（千円） 435,750 530,750 760,250 778,620 778,620 

発行済株式総数（株） 4,246 5,246 6,250 19,278 57,834 

純資産額（千円） 773,054 1,080,680 1,720,418 1,918,759 2,030,940 

総資産額（千円） 2,014,000 2,303,768 2,619,216 3,012,262 3,308,083 

１株当たり純資産額（円） 178,633.49 201,498.13 270,412.52 99,531.02 35,116.71 

１株当たり配当額 

（うち１株当たり中間配当額）

（円） 

10,000 

(―) 

15,000 

(―) 

18,000 

(―) 

7,500 

(―)  

2,500 

(―)  

１株当たり当期純利益金額

（円） 
25,481.30 32,287.60 38,029.84 16,468.23 4,439.70 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円） 
― ― 35,738.25 16,151.25 4,435.87 

自己資本比率（％） 38.4 46.9 65.7 63.7 61.4 

自己資本利益率（％） 17.0 18.8 16.8 17.1 13.0 

株価収益率（倍） ― ― 84.4 60.7 53.1 

配当性向（％） 39.24 46.45 47.33 46.43 56.31 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
439,795 439,417 △848,364 1,561,575 301,701 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△64,845 △144,460 △15,706 28,203 △7,778 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△249,550 370,707 200,045 △382,634 △144,585 

現金及び現金同等物の期末残

高（千円） 
440,852 1,106,515 442,491 1,649,635 1,798,973 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（人） 

28 

(13) 

28 

(18) 

40 

(25) 

49 

(19) 

54 

(22) 



２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．当社には関連会社がありませんので持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第14期及び第15期は、ストックオプション制度導入に伴う、新株

引受権残高及び新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていなかったた

め、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

５．第14期及び第15期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録でありますので記載しておりませ

ん。また、第16期の株価収益率は、平成17年７月20日付をもって、普通株式１株を３株に株式分割を行って

おり、第16期の期末日における株価が新株権利落後の株価となったため、株式分割後の発行済株式数で計算

した１株当たり当期純利益によって計算しております。 



２【沿革】 

年月 事項 

昭和62年８月 美術品の業者交換会 親和会 発足 

平成元年６月 株式会社親和会設立（東京都中央区銀座七丁目３番13号） 

平成２年３月 本社を東京都中央区銀座八丁目５番４号に移転 

平成２年７月 古物商の許可を取得（東京都公安委員会許可 第301069001858号） 

平成２年９月 第１回 シンワアートオークション 近代日本絵画オークション （現 近代美術オークショ

ン）を開催 

平成３年６月 商号をシンワアートオークション株式会社に変更 

平成12年６月 交換会事業からの撤退 

平成12年７月 本社を東京都中央区銀座四丁目２番15号に移転 

平成15年12月 本社を東京都中央区銀座七丁目４番12号に移転 

平成17年４月 大阪証券取引所ヘラクレスに株式を上場 

平成17年９月 大阪営業所（大阪市中央区）を開設 



３【事業の内容】 

［概  要］ 

 当社は、「公明正大且つ信用あるオークション市場の創造と拡大」を企業理念として掲げ、美術品を中心としたオ

ークションの企画・運営を行うオークション事業、及び美術品等の直接取引を希望する顧客を仲介するプライベート

セール等を行うその他事業を展開しております。 

(1）オークション事業 

 オークション事業は、取扱い作品・価額帯により、近代美術オークション、近代陶芸オークション、近代美術

ＰａｒｔⅡオークションを定期的に開催しております。その他、Jewellery&Watches、コンテンポラリーアート、

ワイン、西洋美術及びコイン等のオークションも随時開催しております。  

 当社は、換金のニーズがある作品保有者（一般の個人コレクター、事業法人、画商、当社オークションへの出品

業務を行う特約店等）から出品作品を広く募ります。作品の出品に際しては、当社にて時価を目安とした、落札を

成功させるための査定価額を提示し、出品者との協議の上、最低売却価格（リザーブプライス）を設定します。

（最低売却価格を設定しない、売り切りとする成行き作品もあり、当該作品はカタログ＊１に★印で表示しており

ます。） 

 出品者は、当社と販売委託契約を締結し、当社が開催するオークションへ当社の名をもって出品します。オーク

ションにて、最低売却価格に届かなかった場合、当該作品は不落札となり、出品者へ返却いたします。また、作品

の真贋鑑定については権威ある第三者機関に委託しております。 

 当社は、オークションの開催を通して、販売を委託した出品者の利益の最大化をもたらすとともに、購入希望者

にとっても、価格決定プロセスにおいて透明性の高い、公明正大な仕組みを提供しております。当社は購入希望者

を国内外から募り、参加者は下見会＊２等で作品の状態を直接確認し、自己の判断において、他の参加者との間で

競り上がり方式により競り合います。 

 購入を希望する一般の個人コレクター、事業法人、画商等は、すべて同一条件にてオークションに参加しており

ます。また、オークション当日会場に参加できない方のために、書面買受申出書による入札も受付けしておりま

す。最終的に、出品者と契約した最低売却価格を超える一番高い金額を提示した参加者が作品を落札する仕組みで

あります。この一番高い提示金額、つまりは落札価額（ハンマープライス）をベースに落札者からは落札手数料

を、出品者からは出品手数料並びに、出品に係る諸費用としてカタログ＊１掲載料等を徴収しております。また、

オークション参加希望者には、各オークションに係るカタログ＊１を販売しております。その他、出品者の希望等

により、例外的に当社が作品を買取りオークションに出品する場合もあり、この場合は、落札価額が売上高として

計上されます。 

 （注）＊１：当社オークションでは、全作品のカラーカタログをオークション前に作製しております。 

＊２：当社オークションでは、全作品を展示する下見会をオークション前に開催しております。 



(2）その他事業 

 その他事業は、プライベートセールを中心に展開しております。プライベートセールでの販売の場合も、オーク

ション取引と同様に、取引価額をベースに購入者、販売委託者から手数料を徴収しております。その他、本社１階

に併設する「シンワアートミュージアム」の貸しギャラリー収入等があります。 

 以上のことを一表にまとめて要約すると次のとおりとなります。 

事業部門 業務内容 

オークション事業   

近代美術オークション 

・近代日本画、近代日本洋画、彫刻、外国絵画等のオークション 

・落札予想価格（以下エスティメイトという）の下限金額が50万円以

上の作品 

近代陶芸オークション ・近代陶芸（茶碗、壺、香炉等）のオークション 

近代美術ＰａｒｔⅡオークション 
・著名作家の版画、日本画、洋画、陶芸等のオークション 

・エスティメイトの下限金額が５万円以上の作品 

その他オークション 
・宝石、時計、コンテンポラリーアート、ワイン、西洋美術及びコイ

ン等の上記以外のオークション 

その他事業   

プライベートセール ・オークション以外での相対取引 

その他 

・５万円以下の低価格作品に関し、美術業者間交換会（以下交換会と

いう）にて販売を委託された取引 

 ・シンワアートミュージアム貸しギャラリー業務 他 



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。  

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３．従業員数が前期末に比し、５名増加しましたのは、営業体制及び管理体制強化によるものであります。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成19年５月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

54（22）  35.1 4.9 5,775,382 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当事業年度のわが国経済は、企業収益の改善による民間設備投資の増加、雇用環境の回復が見られ、米国経済の

先行き不透明感や個人消費の伸び悩み等の懸念材料が見られるものの、緩やかながらも景気回復基調が続いており

ます。 

 このような環境の中で、当社は、前事業年度の「飛躍・堅実・遵守」から当事業年度は「堅実・柔軟・遵守」の

キーワードを掲げ、「公明正大なオークション市場の創造と拡大」の経営理念のもと、諸環境の変化に柔軟に対応

し、かつ堅実な事業運営を行うことに注力し、高額美術品を中心とした優良作品のオークション出品と富裕層を中

心とした美術品コレクターのオークション参加促進に努め、オークション事業を中心とした事業を積極的に展開し

てまいりました。 

     しかしながら、日本国内では美術品市況において景気回復によるデフレからの転換は未だ顕在化せず、将来の美

術品価格の上昇機運が高まったことによる売渋りが生じ、当社のメインオークションである近代美術オークション

への高額作品の出品が減少しました。平成19年４月以降のコンテンポラリーアートオークション及び近代美術オー

クションでは、予想を大幅に上回る落札結果を記録し、日本の美術品市場に大きな変化の兆しが見えてきておりま

すが、当事業年度におきましては、取扱高は7,731,240千円（前期比7.6％減）、売上高は2,228,174千円（前期比

4.5％減、内商品売上高758,225千円（前期比21.6％増））と当初予想を下回る結果となりました。利益面におきま

しても、経常利益451,850千円（前期比20.3％減）、当期純利益256,766千円（前期比17.5％減）となりました。 

 部門別の概況は次のとおりであります。 

（オークション事業） 

 オークション事業の取扱高＊は、6,945,628千円（前期比13.4％減）、売上高は、1,556,909千円（前期比20.6％

減）となりました。当事業年度は、前年度の平成17年６月４日に開催しました「上場記念オークション」に当たる

オークションの開催がなく、近代美術オークションが年６回の開催に戻り、前年度比減となりました。近代陶芸オ

ークションにつきましては、富本憲吉「色繪大徳利」が当社近代陶芸オークション 高落札価額の44,000千円（平

成18年９月近代陶芸オークション）で落札されるなど堅調な結果を残しましたが、近代美術PartⅡオークションに

おいては、出品点数の減により、前年度比減となりました。その他オークションにつきましては、平成18年５月に

第１回を開催したコンテンポラリーアートオークションを平成18年12月・平成19年４月と継続して開催し、

314,545千円の取扱高を上げました。特に平成19年４月オークションは、エスティメイト下限合計額に対し約２倍

の182,905千円の落札金額を上げました。また第１回のコインオークションを平成19年２月に開催し、174,738千円

の取扱高を上げ、新たなオークションアイテムの醸成に努め、顧客層の拡大に注力いたしました。 

 作品別では、上半期には１億円を超える落札がありませんでしたが、下半期には、当社のオークションレコード

歴代２位にならぶ高額落札となった、パブロ・ピカソ「Le Peintre et son Modèle（画家とモデル）」310,000千

円をはじめ、マルク・シャガール「Jour et Nuit（昼と夜）」130,000千円（平成19年５月近代美術オークショ

ン）、藤田嗣治「マドンナ」100,000千円（平成19年１月近代美術オークション）の落札を上げました。特にピカ

ソ「Le Peintre et son Modèle（画家とモデル）」は、近年の海外オークションでの同年代・同画題で描かれた

作品の落札金額と比較して、非常に高い水準での落札となりました。  

（その他事業） 

 その他事業の取扱高＊は、785,612千円（前期比129.1％増）、売上高は、671,265千円（前期比79.8％増）とな

りました。当事業年度において、高額作品を中心にプライベートセールでの販売を積極的に展開し、また商品戦略

につきまして在庫をとる方針を掲げ、取引機会の拡大に注力し、取扱高、売上高ともに大幅に業績を伸長させるこ

とができました。 

 （注）＊：取扱高とは、オークション落札価額（ハンマープライス）、プライベートセール及び交換会での取引価額の

総称であります。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得及び配当金の支払等

の支出により一部相殺されたものの、営業活動による資金の獲得により、前事業年度に比べ149,337千円増加し、

当事業年度末には1,798,973千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、301,701千円（前事業年度は1,561,575千円の獲得）となり

ました。税引前当期純利益の減少、前渡金の増加及びたな卸資産の増加等により、前事業年度比で獲得資金は減少

しております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、7,778千円（前事業年度は28,203千円の獲得）となりまし

た。前事業年度においては有価証券の満期償還による収入があり資金の獲得となりましたが、当事業年度は社有車

の入れ替え購入等の有形固定資産の取得による支出により資金の使用となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、144,585千円（前年同期は382,634千円の使用）となりまし

た。当事業年度の支出は配当金の支払によるものであり、前事業年度は配当金の支払に加え短期借入金の返済を行

なったため、使用した資金は減少しております。当事業年度末も前事業年度末に引き続き有利子負債残高はありま

せん。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社は、主に美術品を対象としたオークション運営事業を行っており、生産実績の記載はしておりません。 

(2）受注実績 

 当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。 

(3）販売実績 

 （注）１．その他オークションの開催については、出品の状況により随時開催しております。第18期（平成19年５月

期）は、Jewellery&Watchesオークション７回、ワインオークション２回、西洋美術オークション２回、コ

ンテンポラリーアートオークション２回、コインオークションを１回開催しております。 

２． 近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであ

ります。 

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．当該顧客がオークションでの落札及びプライベートセールにて作品を購入した金額を記載しており、当該取

引は、一過性であります。 

  第18期 

  平成19年５月期 

  
取扱高 

（千円） 
前年比 
（％） 

売上高 
（千円） 

前年比 
（％） 

オークション
開催数 

オークション
出品数 

オークション
落札数 

落札率 
（％） 

近代美術オークション 4,258,490 △23.2 857,085 △31.1 6 975 825 84.6 

近代陶芸オークション 684,350 10.9 228,350 △1.7 4 1,213 1,115 91.9 

近代美術PartⅡオークション 689,390 △23.4 180,718 △29.6 8 2,731 2,705 99.0 

その他オークション（注）１ 1,313,398 37.0 290,754 27.8 14 2,810 2,559 91.1 

オークション事業合計 6,945,628 △13.4 1,556,909 △20.6 32 7,729 7,204 93.2 

プライベートセール 566,125 141.6 472,140 139.4         

その他 219,486 102.0 199,124 13.1         

その他事業合計 785,612 129.1 671,265 79.8         

合計 7,731,240 △7.6 2,228,174 △4.5         

  

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

一般法人顧客（注）４ 334,271 14.3 236,267 10.6 



３【対処すべき課題】 

 わが国の美術品市況は、デフレ終焉の兆候は見られるものの市場全体の再評価には至っていない状況です。その中

で美術品取引におけるオークション取引の認知は広まりつつあります。その環境下で、コンプライアンス（法令遵

守）を基盤として、更なる高額作品の出品と落札に向けた積極的なマーケティングを展開していく方針です。 

 オークション事業に関しては、より高額な日本美術の取扱いを更に拡大し、また、海外のオークション会社で高額

落札されている外国絵画・コンテンポラリーアートの取扱いを拡大するとともに、宝石・時計・西洋美術オークショ

ンの継続的な開催を行うために、人材の育成・登用を図る所存であります。 

 その他事業に関しては、潜在的な顧客からの需要を掘り起こし、プライベートセールの拡充とシンワアートミュー

ジアムの効率的な運用を図る所存であります。 

４【事業等のリスク】 

 以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考

えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社は、こ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式

に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えて

おります。 

 また、以下の記載事項は、本株式の投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点でご留

意ください。なお、本文における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであ

ります。 

１．当社の沿革について 

 当社は、欧米では古くから定着している公開の場で誰でも参加できる「オークション」という美術品の新たなる

取引形態を日本の市場に創造するため、平成元年６月に株式会社永善堂、株式会社表玄、株式会社泰明画廊、みず

たに美術株式会社、株式会社平野古陶軒（以下、創業画商）の出資によって株式会社親和会の社名で設立されまし

た。 

 当初は、美術業者間取引を行うセリ市（以下、交換会）と、美術業者だけでなく一般の美術品愛好家も参加可能

なオークションを事業として展開しておりました。平成３年６月に社名をシンワアートオークション株式会社に変

更、平成12年６月に当社が会主として運営していた交換会事業から撤退、平成13年６月に当社の役員を兼任してい

た創業画商の代表取締役が全員役員を退任し新たな経営体制を確立、「公明正大且つ信用あるオークション市場の

創造と拡大」という企業理念のもと、販売を委託した出品者の利益の 大化をもたらすとともに、参加者にとって

も、価格決定プロセスにおいて透明性の高い、公明正大なオークション事業を主たる事業として展開しておりま

す。 



２．業績の推移について 

(1） 近の業績の推移について 

 当社の 近５ヵ年の業績の推移は以下のとおりであります。 

 （注）１．当社は、平成17年７月20日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

 ２．当社は、平成18年９月１日付で株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

(2）オークションへの出品について 

 当社は、公開の場で誰でも参加できるオークションという形態で、美術品等の換金のための二次流通の場を提

供しております。欧米では美術品等の二次流通において主流であるオークションという流通形態が、日本国内に

おいても次第に普及・定着し始めており、年々出品が増加しております。しかし、今後も順調に出品が増える保

証はなく、当社では、新たなオークションアイテムの開発や出品営業を強化していく所存でありますが、出品数

の減少が当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期  

決算年月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 

取扱高 （千円） 5,012,068 6,421,212 7,153,058 8,366,346 7,731,240 

売上高 （千円） 1,222,697 1,680,816 1,940,493 2,334,083 2,228,174 

売上総利益 （千円） 850,982 1,103,711 1,342,645 1,703,527 1,460,267 

経常利益 （千円） 231,125 311,790 410,526 567,094 451,850 

当期純利益 （千円） 122,770 174,662 235,549 311,315 256,766 

資本金 （千円） 435,750 530,750 760,250 778,620 778,620 

発行済株式総数 （株） 4,246 5,246 6,250 19,278 57,834 

純資産額 （千円） 773,054 1,080,680 1,720,418 1,918,759 2,030,940 

総資産額 （千円） 2,014,000 2,303,768 2,619,216 3,012,262 3,308,083 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 439,795 439,417 △848,364 1,561,575 301,701 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △64,845 △144,460 △15,706 28,203 △7,778 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △249,550 370,707 200,045 △382,634 △144,585 



(3）売上高の構成について 

 当社は、オークション落札価額に対する手数料収入（落札手数料：100万円まで15.75％（税込）100万円を超

える部分10.50％（税込）、出品手数料：10.50％（税込））が売上高の主たる構成となっております。しかし、

営業戦略上、当社が一旦買取り、当社在庫商品としてオークションに出品する場合があります。この場合、オー

クション落札価額が売上高として計上され、当社在庫商品の取扱高の増減が、売上高の変動するひとつの要因と

なります。その他、カタログの販売高、出品者から徴収するカタログ掲載料で構成されるカタログ収入がありま

す。 

(4）美術品市況について 

 ここ数年、美術品取引業界の構造変革の中で、オークションに対する認知が高まってきているため、デフレに

よる美術品価格の下落にかかわらず、オークションにかかる取扱高の伸びは上昇トレンドを示しております。し

かしながら、美術品市況は国内外の経済状況に大きく影響されるため、国内外の突発的事態により不安定な経済

状況になった場合、落札価額の下落等当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

３．経営体制について 

(1）小規模組織について 

 当社は、平成19年５月31日現在、取締役４名、監査役３名、従業員54名及び臨時従業員22名と規模が小さく内

部管理体制も当該規模に応じたものとなっております。今後も事業拡大に伴い、人員の増強と内部管理体制の一

層の充実を図っていく方針であります。 

 しかし、人材の確保及び管理体制の強化が順調に進まなかった場合、適切な組織的対応が出来ず、組織効率が

低下する可能性があり、業務に支障をきたす恐れがあります。 

(2）大株主との関係について 

 当社は平成元年、株式会社永善堂、株式会社表玄、株式会社泰明画廊、みずたに美術株式会社＊１、株式会

社平野古陶軒＊２の出資により設立されました。それら創業画商及びその親族関係にある個人株主並びに創業

画商が出資している持株会社（株式会社シンワアートホールディングス＊３）は、合計で当社の議決権の約

50％を保有しております。これら株主が共同で議決権を行使する場合、当社株主総会決議において相当の影響

力を行使することが可能です。 

 創業画商は「オークション」という美術品の流通形態を日本の市場に創造する目的で当社を設立しました。

現在、創業画商は主に新人作家の育成、現存する著名作家との直接取引並びに業者間における委託販売を主な

事業としており、有名絵画等の二次流通を目的とした当社とは、事業形態において棲み分けができているもの

と考えておりますが、同じ美術品を取扱うことから、出品作品の募集営業等で競合する可能性は否定できず、

競合の結果、オークションに出品されなかった場合、取扱高の下落等当社の業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 （注）＊１：みずたに美術株式会社は、平成14年当社株主より外れております。なお、同社代表取締役社長水谷大氏

は、有価証券報告書提出日現在、大株主となっております。 

＊２：株式会社平野古陶軒は、平成13年当社株主より外れております。 

＊３：株式会社シンワアートホールディングスは、株式会社永善堂、株式会社表玄、株式会社泰明画廊、みずた

に美術株式会社の各オーナーが均等出資した持株会社であります。 

＊４：有価証券報告書提出日現在、株式会社シンワアートホールディングス及び創業画商並びにその親族関係に

ある個人株主の議決権の保有割合は47.3％であります。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期  

 決算年月  平成15年５月  平成16年５月  平成17年５月  平成18年５月  平成19年５月 

 取扱高  （千円） 5,012,068 6,421,212 7,153,058 8,366,346 7,731,240 

 売上高  （千円） 1,222,697 1,680,816 1,940,493 2,334,083 2,228,174 

  内商品売上高  （千円） 217,286 390,250 599,675 623,477 758,225 



(3）美術品の査定について 

 当社は、オークションに出品されるすべての作品に関し、当社の査定委員会にて、現物を直接検分し、エス

ティメイト（落札予想価格帯）を決定しております。エスティメイトは時価を目安とした落札を成功させるた

めの査定価額であり、オークション参加者の判断により落札予想価格の範囲を超える落札金額となる場合があ

ります。 

 査定委員会は当社取締役を常任委員とし、必要に応じて担当部長並びに社外の専門家で構成しています。 

 上記のとおり、査定委員会は複数のメンバーにより構成されており、適切な落札予想価格帯を決定する体制

を整えています。また、査定委員会常任委員は、オークションの公明性を高めるため、直接当社オークション

に出品することはできないことを、平成13年10月の経営会議で決定しています。しかしながら、当社の査定委

員会が時価と大きく乖離した金額を提示し、オークションで落札されない事が連続した場合、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

(4）美術品鑑定の外部委託について 

 当社は、出品される美術品の真贋について権威ある第三者機関に鑑定を依頼しております。鑑定機関及び鑑定

人が存在する作家の作品に関しては、その鑑定を受け、その旨カタログに記載しております。当社は、販売委託

者と鑑定機関及び鑑定人の仲介を行っており、当社が鑑定を行うことはありません。 

 当社オークションの開催・運営にあたっての規則であるオークション規約に基づき、当社の開催する近代美

術、近代陶芸、コンテンポラリーアート及びコインオークションの出品作品に関し、当社は、オークションの開

催日から５年以内に、落札作品が真作でない証明がなされた場合、落札作品を引き取り、落札者に代金を返還す

ることになっております。但し、近代美術ＰａｒｔⅡオークション等の低価格作品を取扱うオークション、骨董

（アンティーク）等の真贋判定の困難な作品に関して保証はしておりません。 

 当社は、出品作品の真贋には、 善の注意を払い対応しておりますが、当社オークションに真作でない作品が

出品、落札された場合、当社の信用の低下等当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5）オークション未収入金及びオークション未払金について 

 オークション未収入金及びオークション未払金は、オークション事業により発生する、落札者及び出品者に対

する未決済債権及び債務であります。オークション未収入金及びオークション未払金の期末残高は、落札者から

はオークション開催日から10日以内の入金、出品者にはオークション開催日から35日以内の支払というオークシ

ョン規約に基づき、オークションの開催日程によっては事業年度末日との関連によって増減します。 

(6）前渡金制度について 

 当社は、営業戦略上、美術業者のみならず一般の出品者からの出品委託を促進するためのシステムとして、作

品をお預かりし、美術品の出品が決定し、販売委託契約を締結すると同時に 低売却価格（成行き作品の場合は

エスティメイト下限金額）の 大85％の金額を前渡しすることができる前渡金制度を採用しております。近代美

術オークションにおいて出品から換金するまでの期間が約４ヶ月であることに関し、出品者の急な資金需要に対

応できる施策として、当社の出品募集に大きく貢献しております。 

 当社は作品をお預かりしているため、落札後はオークション落札代金から前渡金を差し引いた金額を清算し、

不落札の場合に出品者が前渡金返済ができない事態が生じたとしても、預かり作品を売却し、前渡金返済に充て

ることができます。第18期（平成19年５月期）において、不落札による前渡金返済義務不履行による損失はあり

ませんが、今後、事業が拡大する中で、前渡金返済義務不履行が生じた場合、業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 



・前渡金契約のフロー図 

例） 低売却価格：1,000,000円、落札価額：1,500,000円の場合 

① 査定（作品お預かり） 

作品をお預かりし、 終的な査定を行います。 

② 販売委託契約の締結 

オークション開催日の約２ヶ月前迄に販売委託契約を締結します。 

③ 前渡金の支払 

販売委託契約の締結後に前渡金を支払います。 

（ 低売却価格1,000,000円の85％、850,000円を上限とします。） 

④ セールスプロモーションの展開 

カタログを作製し、オークション直前には下見会を開催します。 

⑤ 落札 

オークションで落札。 

⑥ 落札代金の入金 

オークション開催日から10日以内に入金いただきます。 

（落札価額1,500,000円、落札手数料1,000,000円以下に対して15.75％の157,500円（税込）、

1,000,000円超1,500,000円までの500,000円に対して10.5％の52,500円（税込）の合計1,710,000円） 

⑦ 落札作品の引渡し 

落札代金の入金確認後、作品を引渡しします。 

⑧ 出品清算支払 

オークション開催日から35日以内に支払います。 

（落札価額1,500,000円から出品手数料10.5％の157,500円（税込）、カタログ掲載料・保管料等の売り

手費用と前渡金850,000円を控除した金額） 



(7）一括保証取引について 

 当社は、大口で一括の出品に関して、営業戦略上、落札価額合計額の 低金額の保証を行う場合があります。

一括保証した金額については、作品をお預かりし、契約締結後に保証金額の支払いを行いますが、落札価額合計

額が、この保証金額に満たない場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。第18期（平成19年５月期）

において、一括保証取引による損失はありません。 

(8）購入代金の支払延長について 

 オークション落札代金の支払に関しては、オークション規約に基づき、オークション開催日より10日以内の支

払が原則となっておりますが、社内規程に基づき、１回のオークションで３億円以上落札し、購入代金の50％以

上を通常の規約どおり支払った場合、残金を３ヶ月以内に完済することを条件として、高額の購入実績がある信

用ある顧客に対してのみ支払延長を認めることがあります。この場合、支払が完了するまで作品の引渡しは行わ

ない方針をとっておりますが、何らかの原因で支払不能に陥る可能性があり、当社業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 また、プライベートセール契約締結後の購入代金の支払いに関しても、通常のオークション落札時の支払い規

定に則り履行されることを基本としておりますが、当社が、６ヶ月以内を原則として購入者に分割払いを認める

場合があります。プライベートセールの分割払いに関しても同様、支払が完了するまで作品の引渡しは行わず、

高額の購入実績がある信用ある顧客に対してのみ実行しておりますが、何らかの原因で分割払い時に支払い不能

に陥る可能性があり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(9）特約店契約について 

 当社は、平成19年５月31日現在９業者と正規特約店委託契約を締結しております。特約店は、美術業者や得意

先コレクターから当社オークションへの出品に関する業務を行う者であり、特約店は、①オークション出品希望

者から出品委託を受け、当社と販売委託契約を締結する場合と、②オークション出品希望者を当社に紹介し、オ

ークション出品希望者と当社との販売委託契約の締結の仲介をする場合があります。特約店への依存度は、オー

クション取扱高全体で第17期（平成18年５月期）20.9％、第18期（平成19年５月期）22.7％となっております。

当社は今後もこの特約店契約を継続する予定ですが、何らかの原因で契約の継続が不可能となった場合、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(イ）特約店より出品する場合           (ロ）特約店の紹介により出品する場合 

(10）美術品等の保管について 

 当社は、出品作品保有者からオークションへの出品依頼を受け、作品をお預かりしてから、落札者のもとへ納

品されるまでの期間、作品を本社の倉庫等に保管しております。保管している作品についてはすべて動産総合保

険を付保しており、盗難、火災等については保険の対象となっております。しかし、地震等の自然災害について

は保険対象外の扱いとなっていることから、地震等の自然災害が発生し出品予定作品が損壊した場合には、当社

の業績に影響を与える可能性があります。また、当社オークション規約上、当社の故意または重過失に起因する

損害に関しては、通常の損害の他、予見可能な損害までを当社の責任の範囲と定めていますが、予見可能な損害

が発生した場合、通常の損害以外は保険で担保されていないので、当社の業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 



４．業界について 

(1）美術品オークションを取巻く環境について 

 平成19年２月発売の美術雑誌「月刊美術３月号」（発売＝㈱実業之日本社）集計による国内美術品オークショ

ン会社、主要８社の平成18年の取扱高は17,426,334千円となっており、平成17年の取扱高16,950,747千円と比較

して2.8％の増加となっております。 

 日本の美術品オークション業界は、1990年代、創造期として、美術品取引業界で着実に実績を残してきました

が、バブル経済崩壊後、長引く景気低迷とデフレによる美術品の価格下落を受け、厳しい環境の中での事業展開

を強いられていました。そのような中で、21世紀に入り、ようやく日本国内で定着を見せ始めたオークションに

よる二次流通は、美術品取引業界の構造変革、美術品愛好家の支持の拡大、日本におけるオークションの認知向

上による取扱量の増加、そして、オークション各社の個性と創意工夫により、今後更なる飛躍期に入り、日本国

内における美術品及び高級品の換金市場の整備、拡大に寄与していくものと思われます。 

(2）競合について 

 当社は、国内美術品市場において、美術商、百貨店及び他オークション会社と競合関係にあります。美術品の

販売に関し、オークションという公の場で登録をすれば誰でも同じ条件で参加でき、参加者が価格を決定する取

引形態の優位性が近年認知度を高め、オークションの拡大につながっております。オークション会社は、年々増

加傾向にありますが、美術品に関する専門知識とオークション開催に係る労働集約型業務システム（作品の預り

～鑑定～査定～カタログ作製～下見会～オークション会場運営～作品の発送等）が、オークションへの参入障壁

となっております。オークション会社間の競合は、出品募集・販売の営業戦略が も重要な要因であり、当社

は、前述の美術雑誌「月刊美術」の調査記事において、平成18年１年間の国内大手オークション会社８社の中

で、落札価額ベースで33％のシェアとなっており、国内 大級のオークション会社として美術品取引業界に幅広

く認知されております。 

 海外には、クリスティーズ、サザビーズを筆頭に数多くのオークション会社がありますが、日本美術に関する

知識、情報が障壁となり、日本国内でオークションを開催する海外オークション会社はありません。また、基本

的に海外オークション会社とは取扱い作品が異なるため、現在のところ外国絵画等の一部ジャンルの美術品以

外、競合関係にはありません。 

 その他、インターネットを使ったオークション（売却希望者と購入希望者が相対で取引できる場をインターネ

ット上に提供しており、当社のように作品保有者から販売委託を受けて執り行うオークションとは相違していま

す。）に関して、美術品を実際に検分できる場所を提供することなく、デジタル画像のみで取引を成立させるリ

スクは、高額品になるほど大きくなり、現状において、インターネットオークションと競合する分野は、低価格

帯の美術品取引のみに限定されております。しかしながら、国内において、拡大・発展途上のオークションビジ

ネスも、国内業者間の再編、海外の大手オークションハウスの本格的日本進出等が起こった場合、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。 



５．法的規制について 

(1）日本国内における法的規制について 

 当社は、海外においてオークション事業を展開しているクリスティーズ、サザビーズ等の事業モデルを導入

し、オークションによる美術品の流通形態を日本の市場に創造する目的で設立されました。 

 そして、当社が行っているオークション形態は、日本国内においては、商法第551条の問屋（といや）に該当

し、同法の規制を受けております。また、オークションの運営にあたっては、オークション規約を制定しており

ますが、同規約は、民法、商法、消費者契約法等の規制を受けております。 

 これら、日本国内における法的規制により、過去、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼした事実はありま

せん。しかしながら、オークションという事業形態は、日本国内に浸透しはじめた時期であり、将来的にオーク

ション関連事業にかかる法令等で規制された場合、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

(2）古物営業法 

 美術品オークション会場の運営業務及び美術品売買業務は、昭和24年制定の「古物営業法」の規制を受けてお

ります。美術品売買業務につきましては、都道府県公安委員会発行の「古物商許可証」を所持しなければなりま

せん。当社は古物営業法を遵守し盗難品や遺失物を取扱わないよう、東京都公安委員会の指導に基づき、毎回オ

ークション開催の届出を行っております。また、従業員に対しても定期的指導を行っております。しかしなが

ら、不測の事態により盗難品や遺失物がオークションに出品された場合、風評により信用が失墜し、取扱高の減

少、及び損害賠償による損失の発生等の可能性があります。 

(3）顧客情報の取扱いについて 

 当社は、オークション出品者に対して、その出品者との間で締結される販売委託契約により、顧客情報につい

ての守秘義務を負っており、顧客情報に関しては、その情報が漏洩することのないよう、その取扱いについては

充分留意しております。また、平成18年４月には、プライバシーマーク（許諾番号：Ａ860560(01)）を取得して

おります。しかしながら、不測の事態により情報が外部に漏洩する事態となった場合、信用の失墜による取扱高

の減少、及び損害賠償による損失の発生等の可能性があります。 

(4）個別オークションに係わる法規制について 

 現在、当社では定期開催のオークションの他、Jewellery＆Watchesオークション、西洋美術オークション、コ

ンテンポラリーアートオークション、個人収集品オークション等を随時開催しております。また、当社は、第三

者によるワインオークションやチャリティオークション開催のためのカタログ作製作業やオークション会場運営

等の業務提供を行っております。ワインオークションは、酒税法上の酒類販売業免許を有する業者により主催さ

れております。今後、取扱商品が拡大していく中で個別に法的規制を受けるケースがありえますが、当社は、い

かなる場合も法令を遵守し対応していく所存であります。しかしながら、将来的に個別の法的規制により当社が

取扱えないアイテムが発生し、当社の経営戦略の変更が余儀なくされ、業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）著作権について 

 当社のオークションカタログに図版を掲載するに当たり、著作権者或いは著作権管理団体に著作権使用に係る

許諾を受けることを、当社が把握しているものについては実施しています。当社の規定においては、著作権使用

料は、出品者負担として、請求がある著作権者或いは著作権管理団体に支払っておりますが、今後請求先が増加

し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(6）特定商取引に関する法律 

 当社が行っている、ホームページ上でのカタログ販売は、昭和51年制定の「特定商取引に関する法律（旧 訪

問販売等に関する法律）」の規制を受けております。当社のホームページ上に同法律により義務付けられている

通信販売の表示事項を記載しております。しかしながら、不測の事態により当社ホームページが改ざんされた場

合、誤った情報が顧客に伝わり、損失を被る可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

 当社は、平成19年５月31日現在９業者と正規特約店委託契約を締結しております。 

(1）契約の目的 

 特約店は、美術業者や得意先コレクターから当社オークションへの出品に関する業務を行うことを目的としてお

ります。業務内容は、オークション売却希望者から売却委託を受け、当社と出品契約を締結する業務と、オークシ

ョン売却希望者を当社に紹介し、オークション売却希望者と当社の間の出品契約の締結の仲介をする業務がありま

す。 

(2）契約期間に関する事項 

 契約期間は、契約日から１年間とし、それ以降は自動更新であります。 

(3）紹介料に関する事項 

 特約店の紹介による出品契約が締結された場合、当社は落札価額に応じた紹介料を特約店に支払いします。 

(4）契約解除に関する事項 

 契約満了の30日前までに契約解除の申し出があった場合、当社オークションへの出品及び紹介総額が一定基準に

満たない場合、その他契約違反が生じた場合、当社は契約を解除することができます。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1）重要な会計方針及び見積り 

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成に当たりまして、当社は、過去の実績値や現状等を踏まえ、合理的と判断される前提に基づき継

続的に見積り、判断及び評価を行っております。 

 当社の経営陣が、当事業年度末において、見積り、判断及び評価等により、当社の財務諸表に重要な影響を及ぼ

すと考えているものとしては、貸倒引当金、退職給付引当金、法人税等及び、繰延税金資産があげられます。 

 なお、見積り、判断及び評価等については、過去の実績や現状等に基づいて合理的と考えられる要因等に基づい

て行っておりますが、見積りや評価には、不確実性が伴うため、実際の結果と異なる場合があります。 

(2）財政状態の分析 

 総資産は、前事業年度末に比べ295,821千円増加し、3,308,083千円となりました。これは、現金及び預金の増

加、６月以降オークション出品作品に対する前渡金の増加及び在庫を持つ商品戦略によるたな卸資産の増加による

ものであります。現金及び現金同等物は、当期純利益とオークション未払金の増加、オークション未収入金の減少

により、149,337千円増加し、1,798,973千円となりました。 

 負債は５月開催オークション分の出品者に対するオークション未払金が増加し、前事業年度末に比べ183,640千

円増加し、1,277,143千円となりました。  

 純資産は、当事業年度純利益分の増加に伴い、112,181千円増加し2,030,940千円となりました。この結果、１株

当たり純資産額は1,939.71円増加し35,116.71円（３分割考慮後）となり、自己資本比率は前事業年度末の63.7％

から61.4％、自己資本利益率は前事業年度の17.1％から13.0％となりました。 

 当社における資金需要は、オークション関連経費（カタログ費及び会場費）や広告宣伝費等の運転資金、オーク

ション出品作品確保のための前渡金が主なものであり、内部資金のほかに、間接調達により十分な資金枠を確保し

ております。 

(3）経営成績の分析 

① 取扱高・売上高 

 取扱高は、前事業年度8,366,346千円に対し、7.6％減の7,731,240千円となりました。売上高は、前事業年度

2,334,083千円に対し、4.5％減の2,228,174千円となりました。 

 部門別には、「オークション事業」と「その他事業」の２つの事業を行っております。 

 オークション事業部門の取扱高は、前事業年度に比べ、13.4％減の6,945,628千円となりました。売上高は、

前事業年度1,960,815千円に対し、20.6％減の1,556,909千円となりました。当事業年度は、前年度の平成17年６

月４日に開催しました「上場記念オークション」に当たるオークションの開催がなく、近代美術オークションが

年間６回の開催に戻り、前年度比減となりました。また美術品市況において将来の美術品価格の上昇機運が高ま

ったことによる売渋りが生じ、当社のメインオークションである近代美術オークションへの高額作品の出品が減

少しました。 

 その他事業部門の取扱高は、前事業年度に比べ、129.1％増の785,612千円となりました。売上高は、前事業年

度に比べ、79.8％増の671,265千円となりました。当事業年度において、高額作品を中心にプライベートセール

での販売を積極的に展開し、また商品戦略につきましても在庫をとる方針を掲げ、取引機会の拡大に注力し、取

扱高、売上高ともに大幅に業績を伸長させることができました。 

② 経常利益 

 販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ、11.5％減の1,010,500千円となりました。主な要因としては、

賞与制度として業績に伴い支給金額を決定するプロフィットシェアリング制度を採用しており、賞与引当金繰入

額が減少したことによるものです。また取扱高の減少に伴い、紹介料等の支払販売手数料も減となりました。 

 営業外収益は、保有国債の満期償還に伴い有価証券利息が減少しております。営業外費用は、事業年度を通じ

て借入金等の有利子負債がなく、支払利息が減少しております。 

 当事業年度も経費節減に注力いたしましたが、取扱高・売上高の減少による営業利益減により、経常利益は、

前事業年度567,094千円に対し、20.3％減の451,850千円となりました。 

③ 当期純利益 

 特別利益は貸倒懸念債権及び一般債権の減少により、貸倒引当金戻入益586千円が発生しました。 

 特別損失は、車両の買い替えに伴う固定資産売却損868千円が発生しました。 

 これらの結果、当期純利益は、前事業年度311,315千円に対し、17.5％減の256,766千円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当事業年度に実施いたしました設備投資の総額は、7,176千円であり、その主なものは、社有車の入れ替え購入に

よるものであります。 

 なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】 

 当社の主要な設備は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額には消費税等を含んでおりません。 

２．従業員数の（ ）は、臨時従業員数を外書しています。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 該当事項はありません。 

  平成19年５月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の部門 設備の内容 

帳簿価額（単位：千円） 
従業員数 
（名） 

建物 車両運搬具 
工具、器具
及び備品 

合計 

本社 

（東京都中央区） 

オークション事業 

その他事業 
本社機能 60,013 6,475 7,456 73,944 52（22） 

大阪営業所 

（大阪市中央区） 

オークション事業 

その他事業 
営業所機能 6,214 ― 731 6,946 ２  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は次のとおりでありま

す。 

（平成13年12月８日臨時株主総会決議によるもの） 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 180,000 

計 180,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年５月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年８月31日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 57,834 57,834 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
 ― 

計 57,834 57,834 ― ― 

区分 
事業年度末現在 

（平成19年５月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年７月31日） 

新株予約権の数（個）  18  18 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18（注）３ 18（注）３ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 13,889 13,889 

新株予約権の行使期間 
自平成17年１月１日 

至平成21年12月31日 

自平成17年１月１日 

至平成21年12月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    13,889 

資本組入額   13,889 

発行価格    13,889 

資本組入額   13,889 

新株予約権の行使の条件 （注）４ （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ （注）５ 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  ― 



 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で未行使の新株予約権の目的となる株式数についての

み行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、本新株予約権発行後、時価を下回る発行価額での新株式の発行又は時価を下回る価額での自己株式を

処分するとき（新株予約権の行使による新株の発行及び新株の発行に代えた自己株式の移転は除く）は、未

行使の新株予約権の１株あたりの払込金額を次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。 

なお、算式中「既発行株式数」には、新株発行等の前において当社が保有する自己株式数は含まない。ま

た、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が株式分割を行う場合、ならび

に当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い、本件新株予約権が承継される場合、その他これ

らの場合に準じ発行価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

３．新株予約権の目的となる株式の数は平成13年12月８日開催の臨時株主総会及び平成13年11月22日開催の取締

役会決議における新株発行予定数から、平成17年２月28日までに退職もしくは権利放棄の等の理由により権

利を喪失した者の新株予約権の数が３個減じております。これにともない、新株予約権の目的となる株式の

数を３株減じております。 

４．(ア）取締役及び従業員については権利行使時に当社に在籍していることを要するものとする。 

(イ）新株予約権の分割行使はできないものとする。 

５．本新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割または併合の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたりの払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前の株式の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストックオプション） 

（平成15年12月６日臨時株主総会決議によるもの） 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で未行使の新株予約権の目的となる株式数についての

み行われ、調整の結果１株の100分の１未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、本新株予約権発行後、時価を下回る発行価額での新株式の発行又は時価を下回る価額での自己株式を

処分するとき（新株予約権の行使による新株の発行及び新株の発行に代えた自己株式の移転は除く）は、未

行使の新株予約権の１株あたりの払込金額を次の算式により調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切

り上げる。 

なお、算式中「既発行株式数」には、新株発行等の前において当社が保有する自己株式数は含まない。ま

た、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が株式分割を行う場合、ならび

に当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い、本件新株予約権が承継される場合、その他これ

らの場合に準じ発行価額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

３．(ア）取締役及び従業員については権利行使時に当社に在籍していることを要するものとする。 

(イ）新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ）上記の他、当社は取締役会決議および取締役会決議に基づく個別の対象者との間で締結する新株予約

権に関する契約において新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項を定め

る。 

４．本新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 

区分 
事業年度末現在 

（平成19年５月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年７月31日） 

新株予約権の数（個） 36 36 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 36 36 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 21,112 21,112 

新株予約権の行使期間 
自平成17年12月７日 

至平成21年12月６日 

自平成17年12月７日 

至平成21年12月６日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    21,112 

資本組入額  10,556 

発行価格    21,112 

資本組入額  10,556 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４ （注）４ 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割または併合の比率 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたりの払込金額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前の株式の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償第三者割当     1,000株 

発行価格       190,000円 

資本組入額       95,000円 

主な割当先、李順瑛他31名 

 ２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格       601,250円 

資本組入額      255,000円 

払込金総額      481,000千円 

 ３．新株引受権の行使による増加であります。 

 ４．１株を３株に株式分割したことによる増加であります。 

 ５．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。 

 ６．１株を３株に株式分割したことによる増加であります。 

(5）【所有者別状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成15年12月26日 

（注）１ 
1,000 5,246 95,000 530,750 95,000 95,000 

平成17年４月５日 

（注）２ 
800 6,046 204,000 734,750 277,000 372,000 

平成16年６月１日～

平成17年５月31日 

（注）３ 

204 6,250 25,500 760,250 ― 372,000 

 平成17年７月20日 

（注）４ 
12,500 18,750 ― 760,250 ― 372,000 

平成17年６月１日～

平成18年５月31日 

（注）５ 

528 19,278 18,370 778,620 11,495 383,495 

平成18年９月１日  

（注）６ 
38,556 57,834 ― 778,620 ― 383,495 

  平成19年５月31日現在

区分 

株式の状況 

端株の状況 
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― 7 18 34 27 4 1,457 1,547 ― 

所有株式数

（株） 
― 2,115 1,236 21,354 11,699 111 21,319 57,834 ― 

所有株式数の

割合（％） 
― 3.66 2.14 36.92 20.23 0.19 36.86 100.00 ― 



(6）【大株主の状況】 

  平成19年５月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社シンワアートホール
ディングス  

東京都中央区銀座7-4-12  10,800 18.67

ジェーピーモルガンチェース

オッペンハイマーファンズジ

ャスデックアカウント 

東京都千代田区丸の内2-7-1 4,500 7.78 

株式会社表玄 東京都中央区銀座6-3-11  3,645 6.30 

水谷 大  東京都港区  2,898 5.01 

三晶実業株式会社  東京都中央区日本橋3-2-9  2,608 4.51 

株式会社泰明画廊 東京都中央区銀座7-3-5  2,340 4.05 

山村 昌康  東京都品川区  2,178 3.77 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社 （信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11  1,767 3.06 

倉田 陽一郎  東京都世田谷区  1,314 2.27 

李 順瑛 東京都港区  1,245 2.15 

計 ― 33,295 57.57 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成19年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 57,834  57,834 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 57,834 ― ― 

総株主の議決権 ― 57,834 ― 

  平成19年５月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ―  ―  ―  ―  ― 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づき新

株引受権を付与する方法、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法による

ものであります。 

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。 

（平成13年12月８日臨時株主総会決議によるもの） 

 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づき、平成13年12月８日臨時株主総会終結の時に在籍する当社取締役及

び同日現在、在籍する当社使用人に対し新株引受権を付与することを平成13年12月８日の臨時株主総会において

決議されたものであります。 

 （注） 平成17年３月８日現在、従業員３名が権利を喪失しております。 

（平成15年12月６日臨時株主総会決議によるもの） 

 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成15年12月６日臨時株主総会終結の時に在籍する当社

取締役、同日現在、在籍する当社監査役、同日現在、在籍する当社使用人及び社外コンサルタントに対し新株予

約権を付与することを平成15年12月６日の臨時株主総会において決議されたものであります。 

決議年月日 平成13年12月８日 

付与対象者の区分及び人数 従業員   ２人 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の目的となる株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項   同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  同上 

決議年月日 平成15年12月６日 

付与対象者の区分及び人数 監査役       １人 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

新株予約権の目的となる株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 同上 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 同上  



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】   該当事項はありません。 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 該当事項はありません。  

３【配当政策】 

 当社の配当政策の基本的な考え方は、収益状況に応じた配当を行うことを基準としつつも安定的な配当の維持並び

に将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、総合的に判断・決定していくこと

としております。 

 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。期末配当の剰余金の決定機関は

株主総会であります。 

 また、状況に応じた対応を行えるよう、当社は、「取締役会の決議により、毎年11月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

 当事業年度の配当につきましては、上記の考え方に基づき、安定的な配当を基本に当期の業績及び今後の経営環境

や業績見直しなどを勘案して１株につき2,500円の年間配当を実施することを決定いたしました。 

 この結果、当期の配当性向は56.31％になります。 

 なお、今後の配当につきましても、業績の向上を図り、今後の事業展開を勘案しながら配当金の安定化に努め、配

当性向30％以上を維持していく所存であります。また、内部留保資金につきましては、中長期的視野に基づいた事業

規模拡大のための投融資等に充当いたしたいと存じます。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成19年５月７日）での決議状況 

（取得期間 平成19年５月８日～平成19年７月31日） 
3,000 500,000,000 

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 ― ― 

残存決議株式の総数及び価額の総額 3,000 500,000,000 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 100.0 100.0 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合（％） 100.0 100.0 

決議年月日 
配当金の金額 

（千円） 

１株当たり配当金 

（円） 

 平成19年８月30日 

定時株主総会決議 
144,585 2,500 



４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

なお、平成17年４月５日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該

当事項はありません。 

２．□印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 

決算年月 平成15年５月 平成16年５月 平成17年５月 平成18年５月 平成19年５月 

最高（円） ― ― 
4,950,000 

  □ 1,260,000 
1,820,000 

1,470,000 

    □ 401,000 

最低（円） ― ― 
2,660,000 

  □  1,020,000 
760,000 

920,000 

   □  119,000 

月別 平成18年12月 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 

最高（円） 245,000 259,000 248,000 216,000 200,000 257,000 

最低（円） 213,000 222,000 186,000 189,000 119,000 154,000 



５【役員の状況】 

 （注）１．監査役 足達 堅及び佐野 洋二は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

２．平成19年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から２年間  

３．平成18年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間  

４．平成19年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役社長 代表取締役 倉田 陽一郎 昭和40年２月11日生

昭和62年４月 エス・ジー・ウォーバーグ証券会

社 入社 

昭和63年10月 ウォーバーグ投資顧問㈱ 入社 

平成４年４月 メースピアソン投資顧問㈱ 入社 

平成９年10月 ミネルヴァ投資顧問㈱ 設立 代

表取締役就任 

平成10年10月 国務大臣 金融再生委員会 委員

長 政務秘書官就任 

平成11年７月 ミネルヴァ投資顧問㈱ 代表取締

役就任 

平成13年６月 当社 代表取締役社長就任 現任 

(注)２  1,314 

専務取締役   中川 健治 昭和26年６月３日生

昭和51年４月 ㈱永善堂 入社 

平成11年２月 当社 入社 総支配人 

平成13年６月 当社 専務取締役就任 現任 

(注)２  180 

常務取締役   羽佐田 信治 昭和37年12月10日生

昭和60年４月 ㈱西武百貨店 入社 

平成３年４月 ㈱泰明画廊 入社 

平成12年10月 当社 入社 営業部長 

平成13年６月 当社 常務取締役就任 現任 

(注)２  135 

取締役   泉山 隆 昭和44年３月17日生

平成２年６月 当社 入社 

平成12年４月 当社 第一営業部長 

平成12年６月 当社 営業部長 

平成14年４月 当社 営業本部長 

平成14年７月 当社 取締役就任 現任 

(注)２  180 

常勤監査役   米森 政敏 昭和21年11月20日生

昭和44年４月 ㈱神戸銀行（現 ㈱三井住友銀

行）入行 

平成９年１月 ソマール㈱ 入社 

平成17年６月 同社 代表取締役社長就任 

平成18年８月 当社 入社 

平成18年８月 当社 常勤監査役就任 現任 

(注)３  ― 

監査役 

（非常勤） 
  足達 堅 昭和18年４月18日生

昭和45年12月 税理士試験合格 

昭和46年４月 夏目達郎会計事務所 入所 

昭和48年４月 大手町監査法人 勤務  

昭和53年４月 公認会計士銀座共同事務所 入所  

昭和55年８月 公認会計士試験合格 

公認会計士登録  

昭和55年12月 税理士登録  

平成10年４月 足達公認会計士事務所 開業 現

任 

平成15年12月 当社 監査役就任 現任 

(注)４  18 

監査役 

（非常勤） 
  佐野 洋二 昭和24年12月15日生

昭和47年10月 司法試験合格 

昭和50年４月 東京弁護士会登録 

黒田弁護士事務所 入所  

昭和53年４月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社 

昭和55年４月 佐野法律弁護士事務所（現 ＭＯ

Ｓ合同法律事務所） 開業 現任 

平成15年12月 当社 監査役就任 現任 

(注)４  18 

        計   1,845 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方 

 当社は、株主をはじめ取引先、従業員等全ての利害関係者の総合的利益を考慮し、長期にわたって企業価値を高

める経営に全社を上げて取り組まなければならないと考えております。そのために今後も、経営の透明性と健全性

の充実を図るとともに、経営の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。

 また、株主や投資家の皆様への情報開示を法定開示に留めることなく、当社の事業内容・財務状況をタイムリー

にご理解いただけるよう積極的な広報・ＩＲ活動を展開しております。 

(2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

①取締役会 

 当社を取り巻く経営環境は、めまぐるしく変化しているため、経営の意思決定から業務執行の意思決定までを迅

速に対応する必要があり、少数精鋭による管理形態が必要であることから、取締役会は、４名の取締役により構成

され、月１回の定例取締役会に加え、必要に応じて、臨時取締役会を機動的に開催し、重要事項の決議を行うとと

もに、業績の進捗状況及び、経営方針に係る報告を行っております。その他、取締役、監査役及び担当部長が参加

する経営会議、各部長が参加する経営企画会議を毎週開催しております。 

②監査役会 

 当社では、監査役会制度を採用しております。監査役会は１名の常勤の監査役と２名の社外監査役によって構成

されております。常勤の監査役は、取締役会や経営会議等の社内の重要会議に出席するとともに、取締役等から直

接業務執行の状況について聴取を行い、経営監視機能の強化及び向上を図っております。 

 なお、監査役及び監査役会は、内部監査を行う内部監査室から定期的に報告を受けるとともに、会計監査人であ

る新日本監査法人と意見交換を行う等、緊密な連携を取りながら適正な監査を実施しております。 

③内部監査 

 当社は、日々の業務がルールに沿って正しく運営されていることを確認する内部監査の重要性を踏まえ、内部監

査室を設置し専任の担当者を１名任命し、計画的に実施しております。 

      ④会計監査人 

     当社は、新日本監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。業務執行した公認会計士は、木下邦彦

氏、田宮紳司氏及び須藤修司氏の３名であります。なお、会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士２名、

会計士補２名、その他６名からなっております。 



 ⑤役員報酬の内容 

 当社の取締役に対する報酬については、業績連動型の報酬制度を採用しております。 

 なお、当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、次のとおりであります。 

 （注）１．株主総会の決議による取締役報酬限度額は、150,000千円であります。 

２．株主総会の決議による監査役報酬限度額は、30,000千円であります。 

 ３．支給額には、当事業年度に係る役員賞与4,956千円（取締役３名に対し4,189千円、監査役３名に対し

766千円）が含まれております。 

 ４．上記のうち、社外監査役に対する報酬等の総額は２名5,535千円であります。 

 ⑥監査報酬の内容 

 当社の新日本監査法人への公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の総額は、13,000千円であり

ます。なお、上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

 ⑦社外取締役及び社外監査役との利害関係の概要 

 当社は、社外取締役を選任しておりません。また、当社は、社外監査役２名との間に特別な利害関係はありませ

ん。 

 ⑧コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

 当社の取締役会は毎月開催されており、平成19年５月期には臨時取締役会とあわせて19回開催し、経営の基本方

針、会社の重要事項を協議決定いたしました。 

 監査役会につきましては、平成19年５月期に６回開催し、監査方針及び監査計画を協議決定いたしました。 

 ⑨取締役の定数 

 当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。 

 ⑩取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨定款に定めております。 

区分 支給人員（名） 支給額（千円） 摘要 

 取締役 ４ 72,589  

 監査役 ３ 11,566  

 合計 ７ 84,156  



第５【経理の状況】 

１．財務諸表の作成方法について 

 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 前事業年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度（平成17年６月１日から平成18年５月31日まで）及

び当事業年度（平成18年６月１日から平成19年５月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受

けております。 

３．連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 



【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第17期 

（平成18年５月31日） 
第18期 

（平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※１ 1,989,635 2,138,973 

２．売掛金 930 ― 

３．オークション未収入金 ※２ 603,108 504,963 

４．商品 76,816 159,303 

５．前渡金 85,646 284,404 

６．繰延税金資産 58,727 28,133 

７．その他 25,516 32,915 

貸倒引当金 △5,071 △4,485 

流動資産合計 2,835,309 94.1 3,144,207 95.0

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物 124,832 124,832   

減価償却累計額 △43,660 81,171 △58,604 66,227 

２．車両運搬具 11,409 12,800   

減価償却累計額 △6,944 4,464 △6,325 6,475 

３．工具、器具及び備品 27,669 28,410   

減価償却累計額 △15,797 11,871 △20,222 8,187 

有形固定資産合計 97,508 3.3 80,890 2.5

(2）投資その他の資産   

１．出資金 500 500 

２．繰延税金資産 19,479 22,020 

３．長期保証金 59,465 60,465 

投資その他の資産合計 79,444 2.6 82,985 2.5

固定資産合計 176,952 5.9 163,876 5.0

資産合計 3,012,262 100.0 3,308,083 100.0 

    
 



  
第17期 

（平成18年５月31日） 
第18期 

（平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．オークション未払金 ※２ 621,606 980,170 

２．未払金 46,474 65,521 

３．未払法人税等 195,148 132,064 

４．前受金 21,604 21,575 

５．未払消費税等 38,027 ― 

６．賞与引当金 95,131 34,774 

７．役員賞与引当金 40,360 4,956 

８．その他 9,601 8,281 

流動負債合計 1,067,953 35.5 1,247,343 37.7

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金 25,550 29,800 

固定負債合計 25,550 0.8 29,800 0.9

負債合計 1,093,503 36.3 1,277,143 38.6

    

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本     

(1）資本金   778,620 25.9 778,620 23.5

(2）資本剰余金     

１．資本準備金   383,495 383,495   

資本剰余金合計   383,495 12.7 383,495 11.6

(3）利益剰余金   

１．利益準備金 37,687 37,687   

２．その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 718,956 831,137   

利益剰余金合計 756,643 25.1 868,824 26.3

株主資本合計 1,918,759 63.7 2,030,940 61.4

純資産合計 1,918,759 63.7 2,030,940 61.4

負債純資産合計 3,012,262 100.0 3,308,083 100.0 

    



②【損益計算書】 

  
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   

１．オークション事業収入 ※１ 1,960,815 1,556,909   

２．その他事業収入 ※１ 373,267 2,334,083 100.0 671,265 2,228,174 100.0 

Ⅱ 売上原価   

１．オークション事業原価 394,243 277,951   

２．その他事業原価 236,312 630,555 27.0 489,955 767,906 34.5

売上総利益 1,703,527 73.0 1,460,267 65.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬 81,000 81,212   

２．給与手当 371,394 366,412   

３．貸倒引当金繰入額 77 ―   

４．役員賞与引当金繰入額 40,360 4,956   

５．賞与引当金繰入額 95,131 34,774   

６．退職給付費用 3,600 4,700   

７．支払販売手数料 90,805 52,378   

８．広告宣伝費 41,078 57,870   

９．賃借料 115,163 120,381   

10．支払手数料 64,492 42,018   

11．旅費交通費 49,498 63,031   

12．減価償却費 20,035 18,900   

13．その他 168,827 1,141,464 48.9 163,865 1,010,500 45.3

営業利益 562,062 24.1 449,767 20.2

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 111 1,188   

２．有価証券利息 813 ―   

３．受取査定報酬  4,596 661   

４．その他 294 5,816 0.2 232 2,082 0.1

    
 



   
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  777 ―   

２．その他  7 784 0.0 ― ― ―

経常利益  567,094 24.3 451,850 20.3

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  ― ― ― 586 586 0.0

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損  ※２ ― ― ― 868 868 0.0

税引前当期純利益  567,094 24.3 451,568 20.3

法人税、住民税及び事
業税 

 282,180 166,748   

法人税等調整額  △26,401 255,778 11.0 28,053 194,802 8.8

当期純利益  311,315 13.3 256,766 11.5

     



売上原価内訳明細書 

 ※ 商品売上原価のうち、その他事業の商品売上高に対するものは、その他事業原価としております。 

その他事業原価のうち、ギャラリー収入原価  第17期 9,673千円  第18期 2,129千円  

   
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ オークション事業原価    

１．オークション会場費  50,409 8.0 52,593 6.8

２．オークションカタログ
費 

 116,090 18.4 128,763 16.8

３．商品売上原価    

(1）商品期首たな卸高  197,838 76,816   

(2）当期商品仕入高  333,360 666,907   

合計  531,199 743,723   

(3）商品期末たな卸高  76,816 159,303   

(4）その他事業原価振替 ※ △226,639 227,743 36.1 △487,826 96,594 12.6

オークション事業原価合
計 

 394,243 62.5 277,951 36.2

Ⅱ その他事業原価 ※ 236,312 37.5 489,955 63.8

売上原価合計   630,555 100.0 767,906 100.0 



③【株主資本等変動計算書】 

第17期（自平成17年６月１日 至平成18年５月31日） 

第18期（自平成18年６月１日 至平成19年５月31日） 

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

 その他利益

剰余金 利益剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

平成17年５月31日 残高 

（千円） 
760,250 372,000 372,000 37,687 550,480 588,168 1,720,418 1,720,418 

事業年度中の変動額                

新株の発行（千円） 18,370 11,495 11,495       29,865 29,865 

剰余金の配当（千円）         △112,500 △112,500 △112,500 △112,500 

利益処分による役員賞与

（千円） 
        △30,340 △30,340 △30,340 △30,340 

当期純利益（千円）         311,315 311,315 311,315 311,315 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
18,370 11,495 11,495 ― 168,475 168,475 198,340 198,340 

平成18年５月31日 残高 

（千円） 
778,620 383,495 383,495 37,687 718,956 756,643 1,918,759 1,918,759 

 

株主資本 

純資産合計
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合
計 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金 

 その他利益

剰余金 利益剰余金
合計 繰越利益剰

余金 

平成18年５月31日 残高 

（千円） 
778,620 383,495 383,495 37,687 718,956 756,643 1,918,759 1,918,759 

事業年度中の変動額                

剰余金の配当（千円）         △144,585 △144,585 △144,585 △144,585 

当期純利益（千円）         256,766 256,766 256,766 256,766 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
― ― ― ― 112,181 112,181 112,181 112,181 

平成19年５月31日 残高 

（千円） 
778,620 383,495 383,495 37,687 831,137 868,824 2,030,940 2,030,940 



④【キャッシュ・フロー計算書】 

   
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税引前当期純利益  567,094 451,568

減価償却費  24,451 22,527

貸倒引当金の増加・減
少（△）額 

 77 △586

役員賞与引当金の増
加・減少（△）額 

 40,360 △35,403

賞与引当金の増加・減
少（△）額 

 45,930 △60,357

退職給付引当金の増
加・減少（△）額 

 3,000 4,250

受取利息及び受取配当
金 

 △925 △1,188

支払利息  777 ―

有形固定資産売却損   ― 868

売掛金の増加（△）・
減少額 

 242,083 930

オークション未収入金
の増加（△）・減少額 

 △485,002 98,145

たな卸資産の増加
（△）・減少額 

 121,022 △82,487

前渡金の増加（△）・
減少額 

 906,846 △198,758

オークション未払金の
増加・減少（△）額 

 304,437 358,563

未払消費税等の増加・
減少（△）額 

 25,597 △38,027

未収消費税等の増加
（△）・減少額 
  

 ― △9,981

役員賞与の支払額  △30,340 ―

その他  11,996 19,857

小計  1,777,405 529,921

利息及び配当金の受取
額 

 1,567 750

利息の支払額  △438 ―

法人税等の支払
（△）・還付額 

 △216,959 △228,970

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,561,575 301,701

 



   
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

定期預金への預入によ
る支出 

 △60,000 △60,000

定期預金の満期払戻に
よる収入 

 60,000 60,000

有価証券の満期償還に
よる収入 

 50,000 ―

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △14,741 △7,176

有形固定資産の売却に
よる収入  

 ― 398

保証金新規差入による
支出 

 △7,054 △1,000

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 28,203 △7,778

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

短期借入金の純増加・
減少（△）額 

 △300,000 ―

株式の発行による収入  29,865 ―

配当金の支払額  △112,500 △144,585

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △382,634 △144,585

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加・減少（△）額 

 1,207,144 149,337

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 442,491 1,649,635

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 1,649,635 1,798,973

    



重要な会計方針 

項目 
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

その他有価証券 

    ────── 

   移動平均法による原価法 

なお、「取得価額」と「債券金額」と

の差額の性格が金利の調整と認められ

るものについては、償却原価法により

原価を算定しております。 

  

  

  

  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

個別法による原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物付属設備は除く）について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

有形固定資産 

同左  

     

  

    

  建物        ８年～15年 

車両運搬具     ５年 

工具、器具及び備品 ３年～15年 

  

  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

替相場により円換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

  

(1）貸倒引当金 

同左 

 



項目 
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

  (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計上して

おります。  

(3）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に

備えるため、支給見込額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左  

  

  

(3）役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務に基づき

計上しております。 

なお、当社は、従業員数300人未満の

小規模企業等に該当するため、簡便

法を採用しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

  

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

(1)固定資産の減損に係る会計基準の適用について 

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）が

平成17年４月１日以後開始する事業年度から強制適用

になったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

────── 

(2)役員賞与の会計処理の変更について 

役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議により

未処分利益の減少として会計処理しておりましたが、

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）に基づき、発生した期間の費用として処理する

こととしております。 

この結果、従来の方法と比較して営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益はそれぞれ、40,360千円減少し

ております。 

 

(3)貸借対照表の純資産の部の表示について 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は1,918,759千

円であり、この適用による増減はありません。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 

  

 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

第17期 
（平成18年５月31日） 

第18期 
（平成19年５月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

定期預金     300,000千円 定期預金     300,000千円 

担保付債務はありません。 担保付債務はありません。 

   

※２．オークション未収入金及びオークション未払金

は、オークション事業により発生する、落札者及

び出品者に対する未決済債権及び債務残高であり

ます。 

なお、オークション未収入金及びオークション未

払金の期末残高は、期末日とオークション開催日

との関連によって増減いたします。 

オークション未収入金のうち、回収期日を経過し

たものは落札者との合意により、作品の第三者へ

の転売によって回収を行います。当事業年度末に

おいて、第三者への転売によって回収を予定して

いるオークション未収入金は171,327千円（回収期

日：平成18年５月30日、うち当社のオークション

事業収入金額15,550千円）であり、このオークシ

ョン未収入金に対応するオークション未払金は

149,575千円であります。なお、現状においては上

記のオークション未収入金の回収可能性に問題は

ないものと考えております。 

※２．オークション未収入金及びオークション未払金

は、オークション事業により発生する、落札者及

び出品者に対する未決済債権及び債務残高であり

ます。 

なお、オークション未収入金及びオークション未

払金の期末残高は、期末日とオークション開催日

との関連によって増減いたします。 

  

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と貸出コミットメント契約を1,000,000千

円締結しております。 

なお、この契約に基づく当期末における実行残高

はありません。 

  

 ３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と貸出コミットメント契約を1,000,000千

円締結しております。 

なお、この契約に基づく当期末における実行残高

はありません。 

  



（損益計算書関係） 

（株主資本等変動計算書関係） 

 第17期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加13,028株は、平成17年７月20日付の普通株式１株につき３株の割合の株式分割に

よるものが12,500株、ストックオプションの行使によるものが528株であります。 

 ２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 ３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 （注）当社は、平成17年７月20日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり配当金は6,000円になり

ます。 

 (2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

※１．オークション事業収入は、主に、オークション事

業における落札及び出品に係る受取手数料収入並

びにオークションにおける商品売上高でありま

す。また、その他事業収入は、その他事業におけ

る商品売上高及び受取手数料収入等であります。 

※１．         同左 

なお、当期の事業部門別の取扱高は以下のとおり

であります。 

なお、当期の事業部門別の取扱高は以下のとおり

であります。 

オークション事業   8,023,391千円 

その他事業     342,955千円 

（合計） ( 8,366,346千円)

オークション事業   6,945,628千円 

その他事業   785,612千円 

（合計） ( 7,731,240千円)

※２．       ────── ※２．固定資産売却損は車両運搬具に係るものでありま

す。 

   

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数  当事業年度末株式数 

 発行済株式数        

 普通株式  6,250株  13,028株 ―  19,278株 

         

 決議 株式の種類   配当金の総額  １株当たり配当額  基準日 効力発生日  

           

 平成17年８月30日 

定時株主総会 
 普通株式  112,500千円  18,000円  平成17年５月31日  平成17年８月30日

           

 決議 株式の種類   配当の原資  配当金の総額  １株当たり配当額  基準日 効力発生日  

             

 平成18年８月30日 

定時株主総会 
 普通株式  利益剰余金  144,585千円  7,500円  平成18年５月31日  平成18年８月31日

             



 第18期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）普通株式の発行済株式数の増加38,556株は、平成18年９月１日付の普通株式１株につき３株の割合の株式分割に

よるものであります。 

 ２．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 ３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額 

 （注）当社は、平成18年９月１日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり配当金は2,500円になり

ます。 

 (2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  前事業年度末株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数  当事業年度末株式数 

 発行済株式数        

 普通株式  19,278株 38,556株 ―   57,834株 

         

 決議 株式の種類   配当金の総額  １株当たり配当額  基準日 効力発生日  

           

 平成18年８月30日 

定時株主総会 
 普通株式  144,585千円   7,500円  平成18年５月31日  平成18年８月31日

           

 決議 株式の種類   配当の原資  配当金の総額  １株当たり配当額  基準日 効力発生日  

             

 平成19年８月30日 

定時株主総会 
 普通株式  利益剰余金  144,585千円  2,500円  平成19年５月31日  平成19年８月31日

             



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成18年５月31日現在） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成19年５月31日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 1,989,635

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △340,000

現金及び現金同等物 1,649,635

  （千円）

現金及び預金勘定 2,138,973

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △340,000

現金及び現金同等物 1,798,973

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品 

14,184 7,355 6,828

合計 14,184 7,355 6,828

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品 

14,184 10,192 3,991

合計 14,184 10,192 3,991

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内      2,868千円

１年超      4,161千円

合計      7,029千円

１年内       2,935千円

１年超        1,226千円

合計        4,161千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料      3,005千円

減価償却費相当額      2,836千円

支払利息相当額    202千円

支払リース料       3,005千円

減価償却費相当額       2,836千円

支払利息相当額      137千円

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

リース総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

  

５．利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

第17期（平成18年５月31日現在） 

該当事項はありません。 

第18期（平成19年５月31日現在） 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

第17期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

第18期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

２．退職給付債務及びその内訳 

（注）当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注）当社は、退職給付費用の算定方法として、簡便法を採用しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は、簡便法を採用しているため、基礎率等について記載しておりません。 

  
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

退職給付制度の概要 

当社は、退職金規程に基づく

退職一時金制度を採用してお

ります。 

同左 

  
第17期 

（平成18年５月31日） 
第18期 

（平成19年５月31日） 

  （千円） （千円） 

(1）退職給付債務 25,550 29,800 

(2）退職給付引当金 25,550 29,800 

  
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

  （千円） （千円） 

退職給付費用 3,600 4,700 

(1）勤務費用 3,600 4,700 



（ストックオプション等関係） 

 第17期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 １．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1）ストックオプションの内容 

 （注）平成17年７月20日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

 権利確定条件は付与されておりません。また、対象勤務期間の定めはありません。 

 (2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成18年５月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプション数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストックオプションの数 

 ②単価情報 

 （注）権利行使価格は、平成17年７月20日の分割後の価格で記載しております。株式分割前の付与時の権利行使価格

は、次のとおりです。 

 平成13年新株引受権によるストックオプション 125,000円 

 平成15年新株予約権によるストックオプション 190,000円 

  
平成13年新株引受権による 

ストックオプション 

平成15年新株予約権による 

ストックオプション 

 付与対象者の区分及び数 
 当社の取締役 ４名 

 当社の従業員 20名 

 当社の取締役    １名 

 当社の監査役    ３名 

 当社の従業員    ６名 

 社外コンサルタント １社  

 ストックオプション数（注）  普通株式  783株  普通株式  375株  

 付与日  平成13年12月８日  平成15年12月６日  

 権利行使期間 
 自 平成17年１月１日 

 至 平成21年12月31日 

 自 平成17年12月７日 

 至 平成21年12月６日 

  
平成13年新株引受権による 

ストックオプション 

平成15年新株予約権による 

ストックオプション 

 権利確定前     

 前事業年度末  ―  375株 

 付与  ―  ― 

 失効  ―  ― 

 権利確定  ―  375株 

 未確定残  ―  ― 

 権利確定後     

 前事業年度末  171株  ― 

 権利確定  ―  375株 

 権利行使  165株  363株 

 失効  ―  ― 

 未行使残  ６株  12株 

  
平成13年新株引受権による 

ストックオプション 

平成15年新株予約権による 

ストックオプション 

 権利行使価格  41,667円  63,334円 

 行使時平均株価  1,380,000円  1,205,528円 

 付与日における公正な評価単価  ―  ― 



 第18期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 １．ストックオプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1）ストックオプションの内容 

 （注）平成17年７月20日及び平成18年９月１日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

 権利確定条件は付与されておりません。また、対象勤務期間の定めはありません。 

 (2）ストックオプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成19年５月期）において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプション数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

 ①ストックオプションの数 

 （注）平成17年７月20日及び平成18年９月１日の分割後の株式数に換算して記載しております。 

 ②単価情報 

 （注）権利行使価格は、平成17年７月20日及び平成18年９月１日の分割後の価格で記載しております。株式分割前の付

与時の権利行使価格は、次のとおりです。 

 平成13年新株引受権によるストックオプション 125,000円 

 平成15年新株予約権によるストックオプション 190,000円 

  
平成13年新株引受権による 

ストックオプション  

平成15年新株予約権による 

ストックオプション  

 付与対象者の区分及び数 
 当社の取締役 ４名 

 当社の従業員 20名 

  当社の取締役    １名 

  当社の監査役    ３名 

  当社の従業員    ６名 

  社外コンサルタント １社  

 ストックオプション数（注）  普通株式  2,349株   普通株式  1,125株  

 付与日  平成13年12月８日  平成15年12月６日  

 権利行使期間 
 自 平成17年１月１日 

 至 平成21年12月31日 

 自 平成17年12月７日 

 至 平成21年12月６日 

  
平成13年新株引受権による 

ストックオプション  

平成15年新株予約権による 

ストックオプション  

 権利確定前     

 前事業年度末 ―   ―  

 付与 ―   ―  

 失効 ―   ―  

 権利確定 ―  ―  

 未確定残 ―  ―  

 権利確定後     

 前事業年度末  18株 36株 

 権利確定 ―   ―  

 権利行使 ―  ―  

 失効 ―   ―   

 未行使残 18株 36株 

  
平成13年新株引受権による 

ストックオプション   

平成15年新株予約権による 

ストックオプション   

 権利行使価格  13,889円 21,112円  

 行使時平均株価 ―   ―  

 付与日における公正な評価単価 ―    ―   



（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

第17期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

 該当事項はありません。 

第18期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

 該当事項はありません。 

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金否認額 38,623 

未払事業税否認額 13,069 

退職給付引当金否認額 10,373 

減価償却超過額 8,454 

その他 10,080 

繰延税金資産小計 80,600 

評価性引当額 2,393 

繰延税金資産合計 78,206 

繰延税金負債合計 ― 

繰延税金資産（負債）純額 78,206 

    

流動資産 58,727 

固定資産 19,479 

合計 78,206 

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金否認額 14,118 

退職給付引当金否認額 12,098 

未払事業税否認額 10,582 

減価償却超過額 9,044 

その他 6,465 

繰延税金資産小計 52,309 

評価性引当額 2,156 

繰延税金資産合計 50,153 

繰延税金負債合計 ― 

繰延税金資産（負債）純額 50,153 

    

流動資産 28,133 

固定資産 22,020 

合計 50,153 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  （％）

法定実効税率 40.6 

（調整）   

交際費・役員賞与等永久に損金算入さ

れない項目 
3.6 

住民税均等割  0.6 

その他 0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1 

  （％）

法定実効税率 40.6 

（調整）   

交際費・役員賞与等永久に損金算入さ

れない項目 
1.3 

住民税均等割  0.8 

その他 0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1 



【関連当事者との取引】 

第17期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日） 

該当事項はありません。 

第18期（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 当社は、平成17年７月20日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額      99,531.02円

１株当たり当期純利益金額      16,468.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額  
     16,151.25円

１株当たり純資産額      90,137.50円

１株当たり当期純利益金額      12,676.61円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額  
     11,912.75円

 当社は、平成18年９月１日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における

１株当たり情報については以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額      35,116.71円

１株当たり当期純利益金額     4,439.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額  
  4,435.87円

１株当たり純資産額   33,177.00円

１株当たり当期純利益金額    5,489.41円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額  
5,383.75円

  
第17期 

（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益（千円） 311,315 256,766 

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 311,315 256,766 

 期中平均株式数（株） 18,904 57,834 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額      

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） 371 50 

（うちストックオプション（新株引受権方

式））  
(155) (17) 

（うちストックオプション（新株予約権方

式））  
(216) (33) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

────── ────── 



（重要な後発事象） 

第17期 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

第18期 
（自 平成18年６月１日 
至 平成19年５月31日） 

 平成18年７月10日開催の取締役会決議に基づき、次のよ

うに株式分割による新株発行を行うとともに、定款に定め

る、発行可能株式総数の増加を予定しております。 

  

 (1)平成18年９月１日付をもって、普通株式１株を３株に

分割する。 

 (2)平成18年８月31日現在の 終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載された株主の所有株式数を、１株につき３

株の割合をもって分割する。 

 (3)分割により増加する株式数  普通株式  38,556株 

 (4)分割により増加する定款に定める、発行可能株式総数

 普通株式 120,000株 

   

 当該株式分割が、前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における１株当たり情報、並びに、当期首に行わ

れたと仮定した場合の、当事業年度における１株当たり情

報は、それぞれ次のとおりになります。 

平成19年８月23日開催の取締役会において、会社法第165

条第３項の規程により読み替えて適用される同法156条の

規程に基づき、自己株式を取得することを決議いたしまし

た。 

  

 １．自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行す

るため行うものであります。 

 ２．取得の内容 

 (1)取得する株式の種類   当社普通株式 

 (2)取得する株式の総数   3,000株（上限） 

 (3)株式の取得価額の総額  500,000千円（上限） 

 (4)取得する期間      平成19年８月24日～ 

              平成20年５月31日 

 (5)取得方法        市場買付 

   前事業年度  当事業年度 

１株当たり純資

産額 

   30,045.83円   33,177.00円 

１株当たり当期

純利益金額 

    4,225.53円     5,489.41円 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益金額 

    3,970.91円     5,383.75円 

      

 

   



⑤【附属明細表】 

【有形固定資産等明細表】 

【借入金等明細表】 

     該当事項はありません。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、回収による取崩額430千円と一般債権の減少による取崩額156千円

であります。 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 

（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高（千円） 

有形固定資産               

建物 124,832 ― ― 124,832 58,604 14,943 66,227 

車両運搬具 11,409 6,435 5,044 12,800 6,325 3,159 6,475 

工具、器具及び備品 27,669 741 ― 28,410 20,222 4,425 8,187 

有形固定資産計 163,911 7,176 5,044 166,043 85,152 22,527 80,890 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 5,071 ― ― 586 4,485 

賞与引当金 95,131 34,774 95,131 ― 34,774 

役員賞与引当金 40,360 4,956 40,360 ― 4,956 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② オークション未収入金 

 （注）明細については、相手先の金額が少額であり、かつその件数が多数であるため記載を省略しております。 

③ 前渡金 

 （注）明細については、相手先の金額が少額であり、かつその件数が多数であるため記載を省略しております。 

区分 金額（千円） 

現金 ― 

預金   

普通預金 1,769,173 

定期預金 369,800 

別段預金 ― 

小計 2,138,973 

合計 2,138,973 

明細 金額（千円） 

一般顧客 504,963 

合計 504,963 

明細 金額（千円） 

一般顧客 284,404 

合計 284,404 



④ 商品 

⑤ オークション未払金 

 （注）明細については、相手先の金額が少額であり、かつその件数が多数であるため記載を省略しております。 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

事業名 金額（千円） 

近代美術オークション 132,804 

近代陶芸オークション  21,592 

近代美術ＰａｒｔⅡオークション 2,509 

その他オークション  2,396 

オークション事業 計 159,303 

合計 159,303 

明細 金額（千円） 

一般顧客 980,170 

合計 980,170 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ６月１日から５月３１日まで 

定時株主総会 毎決算期の翌日から３ヶ月以内 

基準日 ５月３１日 

株券の種類 １株券・１０株券・１００株券 

剰余金の配当の基準日 
１１月３０日 

５月３１日 

１単元の株式数 ─ 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子

公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 

公告掲載URL 

http://www.shinwa-art.com/  

株主に対する特典 
当社は、年２回（５月、11月）の権利確定分に対し、当社の近代美術オ

ークションカタログを配布しております。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

  当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 (1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第17期）（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31日）平成18年８月31日関東財務局長に提出。 

 (2）半期報告書 

 第18期中（自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日）平成19年２月19日関東財務局長に提出。 

  (3）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成19年５月７日 至 平成19年５月31日）平成19年６月11日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年６月30日）平成19年７月10日関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年７月31日）平成19年８月３日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

    平成18年８月30日

シンワアートオークション株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 木下 邦彦  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田宮 紳司  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシンワ

アートオークション株式会社の平成17年６月１日から平成18年５月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シンワア

ートオークション株式会社の平成18年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 追記情報 

会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度より役員賞与に関する会計基準が適用されることとなるた

め、この会計基準を適用して財務諸表を作成している。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社が財務諸表に添付す

る形で、別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

    平成19年８月30日

シンワアートオークション株式会社     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 木下 邦彦  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田宮 紳司  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 須藤 修司  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているシンワ

アートオークション株式会社の平成18年６月１日から平成19年５月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シンワア

ートオークション株式会社の平成19年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社が財務諸表に添付す

る形で、別途保管しております。 
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